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一条中学校跡地の利活用に係る事業者の公募開始について 

 

 

 

１ これまでの経過 

  令和元年１１月   土地利用方針の改定（別紙参照） 

         ～  対話型市場調査の実施（令和２年２月 結果概要公表） 

    ２年 ４月   新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ，公募を延期 

 

２ 本件土地の概要 

所在地 宇都宮市一条１丁目４番７号 

敷地面積 約１９，０００㎡ 

用途地域等 近隣商業地域，準防火地域，容積率２００％，建ぺい率８０％ 

 

３ 募集要項等の概要 

  実施方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

  事業提案を求めるにあたっての特徴等 

事業提案を求めるにあたっては，子どもから高齢者まで，誰もが豊かで便利に安心して

暮らすことができ，夢や希望がかなうまち，スーパースマートシティの実現に寄与する以

下の５点を重視する。 

  ① 地域の利便性・活力の向上 

・ 周辺住民の食料品や日用品など日常生活のニーズに対応する機能の導入 

・ 周辺地域のコミュニティの活性化や住環境への配慮 

  ② 魅力ある都市景観の形成 

緑豊かでゆとりある空間の創出など，魅力ある都市景観の形成 

  ③ 地域経済の好循環の創出 

・ 地元の企業・店舗等の積極的な活用 

・ 大谷石などの地域資源の活用 

④ 地域防災への貢献 

災害時における物資の供給や施設の開放など，地域防災への配慮 

⑤ ＩＣＴ等先進技術の導入や環境負荷の低減 

・ ＩＣＴなど先進技術の活用 

・ エネルギーの効率的な利用など環境負荷の低減への配慮 
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  事業スキーム 

・ 当該地全体を一括して，事業者に貸し付ける。 

・ 借地期間については，１０年以上３０年未満内で，事業者に提案を求める。 

※ 既存建物等の解体撤去期間，民間提案施設の建設期間及び解体撤去期間を含む。 

・ 民間提案施設については，事業者が一体的に整備と管理運営を行う。 

 

  地代 

  ・ 年間２８，６００千円を最低基準地代とする。 

・ 既存の「体育館の解体・撤去」，「擁壁の築造替え」，「樹木の伐採・伐根」等について

は，事業者が一体的に行い，これに係る費用は，地代総額から差し引く。 

 

   応募者の参加資格 

応募者は民間提案施設を整備し，長期間，安定的に管理運営することができる能力を有

する単独の法人，又は複数の法人によるグループとする。 

 

  事業者選考委員会の設置 

審査の透明性，公平性を確保するため，外部有識者による事業者選考委員会を設置する。 

 

４ 選定基準の主な内容 

  審査方法 

  ・ 事業者選考委員会において，事業計画や施設計画等の提案内容，及び価格に関する提

案を総合的に評価し，最優秀提案と次点を決定する。 

  ・ 市は，事業者選考委員会の審査結果等を踏まえ，優先交渉権者，次点交渉権者を決定

する。 

 

  審査項目の特徴等 

・ 土地利用の重要な要素となる導入機能や施設配置など施設計画に関する事項を高く

配点 

・ 地域コミュニティの形成や地域防災など地域社会への貢献に資する項目を設定 
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  審査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【提案内容の審査項目・配点】 

審査項目 配 点 

１ 事業計画（実施方針・体制，継続性等） ２０点 

２ 施設計画（導入機能，施設配置，意匠・景観等） ４５点 

３ 地域貢献（地域社会への貢献，地域経済への貢献） ２０点 

合 計 ８５点 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年２月２２日   募集要項等の公表 

      ５月下旬～   参加資格確認申請書等の受付開始（５月２３日～６月３日） 

      ９月上旬～   提案書の受付開始（９月９日～９月３０日） 

     １１月～     優先交渉権者の決定 

              基本協定，事業用定期借地権設定契約の締結            

 

【参加資格に係る審査】

資格審査（市） 失 格
資格を確認できない場合

 

【事業提案に係る審査】

総合点の算定：１００点満点（最優秀提案等の選定） 

優先交渉権者等の決定（市）

審査開始 

提案価格評価：１５点 プレゼンテーション 

提案内容評価：８５点 



別紙


